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平成 25年 6月 7日

大阪地方裁判所 御 中

原告訴訟代理人 弁護士  関

〒 634-0805 奈良県橿原市地黄町 172番 2号

原  告    吉   井   康

〒 541-0041 大阪市 中央 区北浜 1丁 目 3番 14号

03号 室

関川法律事務所 (送達場所 )

電  話  06(61

FAX 06(61

原告訴訟代理人 弁護 士  関   川

信

西川三井 ビル 6

雄

21)2931

21)2932

信    也

〒 533-0015 大阪市東淀川区大隅 2丁 目2番 8号

被   告 学 校 法 人  大 阪 経 済 大 学

代表者理事長   勝   田 泰
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〒 533-0015 大阪市東淀川区大隅 2丁 目2番 8号

学校法人大阪経済大学内

被  告    井   形   浩   治

〒 533-0015 大阪市東淀川区大隅 2丁 目2番 8号

学校法人大阪経済大学内

被  告    池   島   真   策

地位確認等請求事件

訴訟物の価額  160万 円

貼用印紙額  1万 3000円
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請求の趣旨

第 1 主位的請求

1 原告 と被告学校法人大阪経済大学は、原告が、被告学校法人大阪経済

大学の設置す る経営学部の特任教員の地位 にあることを確認する。

2 被告学校法人大阪経済大学は、原告に対 し、平成 25年 4月 以降、毎

月 25日 限 り、金 35万 3750円 及び これに対する各支払 日の翌 日か

ら支払済みまで年 5分の害J合 による金員 を支払え。

3 被告 らは、原告に対 し、連帯 して、金 100万 円及び本訴状送達 日の

翌 日か ら支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

4 訴訟費用は被告 らの負担 とす る。

との判決並びに第 2項及び第 3項について仮執行の宣言を求める。

第 2 第 1の 1及 び 2の請求 との関係 における予備的請求

1 被告 らは、原告に対 し、連体 して、金 1273万 5000円 を支払え。

2 訴訟費用は被告 らの負担 とする。

との裁判並びに仮執行宣言を求める。

請求の原因

第 1 ,主位的請求

1 当事者

被告学校法人大阪経済大学 (以下 「被告大阪経済大学」という。)は

大阪市東淀川区に校舎を構える私立大学であり、経済学部、経営学部 (第

1部、第 2部 )、 情報社会学部、人間科学部の4学部で構成されている。

被告井形浩治と同池島真策は被告大阪経済大学で教授の地位にある者

である。
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他方、原告は、昭和 43年 3月 に大阪府立大学工学部経営工学科を卒

業 し、同年 4月 に松下電器産業株式会社に入社 し、以後、松下通信工業、

財団法人電気通信政策総合研究所主任研究員を経て、平成 2年 4月 か ら

平成 7年 3月 まで奈良県立商科大学の助教授、同年 4月 か ら平成 9年 3

月まで同大学教授 を歴任 した。そ して、同年 4月 か ら平成 25年 3月 3

1日 まで被告大阪経済大学経営学部教授の地位にあった。

2 被告大阪経済大学における特任教員の任用基準等

被告大阪経済大学においては就業規則 において、教員の定年は満 67

歳であ り、定年に達 した ときは退職す るものと定められているが、被告

大阪経済大学に 6年以上勤務 し、定年退職 した専任教員について、一定

の基準をみた した者 を特任教員 として任用す ることができるとされてい

る (甲 1)。

この特任教員は規程上、 「特任教員 A」 と称 され、大学または研究機

関等を定年退職または中途退職 した者か ら任用 され る 「特任教員 B」 と

区Bllさ れ る。

特任教員 Aの任期は 3年であ り、任用基準 として、

①過去 5年間において専門分野における研究論文を 2点以上、あるい

は著書 1点以上を公表 し、研究が継続 して行われていること、

②過去 5年間の授業の担当および実績状況が適切であ り、今後の教育

‐ 活動に支障がないこと、

③任期中に担当する授業の時間数が、専任教員の実情と比べて著しく

少なくないこと、

④本学の教員としてふさわしい研究 。教育 。運営上の活動を行ってき

たと認められることが定められている。

また、規程上、特任教員Aの任用は、特任教員推薦委員会の推薦によ

り、各学部教授会において行い、理事会の承認を得るものとされており、
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特任教員推薦委員会は、学長、各学部長、教務委員長、および各研究科

長によって構成し、学長は委員長となる。

その上で、特任教員Aの任用手続は以下の手続による。

①推薦委員会は、対象者に過去 5年間の研究業績の提出を求める。

②教務委員長は、過去 5年間の授業実績状況を委員会に報告する。

③学部長は教務委員長および対象者と協議の上、授業担当計画を推薦

委員会に提出する。

④推薦委員会は、対象者に本学における役職歴の提出を求める。

⑤推薦委員会は、任用基準に基づき適当であると認められた者を当該

教授会に推薦する。

⑥当該教授会は、推薦された者の特任教員としての採用について審査

し、候補者として決定する。

⑦当該教授会の学部長は、教授会で決定された候補者について理事会

にただちに報告する。

③教授会で決定された候補者について理事会の承認が得られない場合

は、推薦委員会において再度審査する。

もつとも、特任教員推薦委員会は、必ずしも「教学」面に優れた業績

のある者を「特任教員候補者」として推薦するか否かを実質審査してお

らず、「特任教員任用基準」に該当するか否かの形式上の判断をするに

すぎず、本人が特に反対の意向を示さない限り、推薦してきているとい

うのが実態である。

また、教授会の選考は単に特任教員推薦委員会の推薦 を形式上追認す

るだけとい うのがこれまでの実態である。

さらに、理事会における選考も教授会において選考 された候補者 を実

質的な議論 もなされずにほぼ例外なく承認 してきてお り、とりわけ、原

‐5…



告が属す る経営学部 においては、理事会が特任教員 Aの任用を承認 しな

かつた例はない。

原告が矢口る限 り、これまでに理事会が特任教員候補者の任用を承認 し

なかったのは全学部 を通 して平成 17年度における人間科学部の里上譲

衛教授の 1例 のみであつた。同教授は、当時の規程に基づいて平成 16

年 10月 29日 に特任教員推薦委員会の推薦及び教授会の任用決定を受

けたものの、新年度開始を 目前に した平成 17年 3月 22日 に理事長が

突然同教授 を特任教員に任用 しないことを通告す るとい う不当なもので

あった。

3 原告が特任教員 Aの任用基準を満た していたこと

原告は、平成 25年 3月 6日 の到来をもって 67歳 とな り、同月末で

定年 となったが、被告大阪経済大学において特任教員 Aと しての任用 を

希望 していた ところ、被告大阪経済大学に 6年以上勤務 してお り、以下

のとお り、特任教員 Aの任用基準 も満た していた。

①過去 5年間における研究論文、著書

原告は、過去 5年以内に 2点 の著書 (下記)を公表 している。なお、

過去 5年以内の研究論文は 1点であるが、参考までに紹介 してお く。

。著書

2007年 12月 『 VEハ ンドブック』共著 (甲 2)

(「 VE提案」147～ 152頁 を担当)

2010年 3月  『サステナビリティの政策と経営』共著 (甲 3)

(「第 3章 低炭素循環型社会を目指す起業の

環境経営」75～ 130頁 を担当)

・研究論文

2007年 11月  「インターネットショッピングにおけるスウェ

ーデンと日本の学生のライフスタイルに関する
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比較研究」 (『 大阪経大論集』第 58巻第 5号

(1～ 12頁))(甲 4)

②過去 5年間の授業の担当および実績状況

原告の 2008年 度か ら2012年 度までに授業担当は別紙 「吉井

康雄の担当科 目の推移」のとお りであ り、授業の担当および実績状況

は適切であ り、今後の教育活動にも支障はない。

③任期 中に担当す る授業の時間数

任期中に担当す る授業の時間数が、専任教員の実情 と比べて著 しく

少ない とはいえない。

④ これまでの研究 。教育 。運営上の活動

被告大阪経済大学における原告のこれまでの研究・教育・運営上の

活動には何 ら問題 はなく、被告大阪経済大学の教員 としてふ さわ しい

研究・教育・運営上の活動を行つてきた。

4 被告大阪経済大学が原告の特任教員 Aの任用手続を妨害 したこと

原告は平成 24年 9月 28日 の教授会で特任教員 Aへの任用を申請す

ることを周囲に伝えた ところ、同月 29日 、被告池島が原告に対 して特

任教員 Aへの任用申請に関す る書類 ファイルをパ ソコンのメールに添付

して送信 してきた。

そこで、原告は 10月 5日 には被告井形宛に特任教員 Aの任用申請に

必要な書類を提出 した (甲 5～ 7)。

ところが、被告井形は、 10月 15日 、原告の研究室を訪れ、 「今後

の授業の件 については、カ リキュラム委員会の議を経て教授会で決定 さ

れることになっています。カ リキュラム委員会 として全員の総意で、 6

つの項 目で授業計画 を認 めがたい とい うことにな りま した」 と述べ、カ

リキュラム委員会の反対を理由に推薦委員会に上程す ることを拒否 し、

特任教員 Aの任用申請 を辞退す るよ う要請 してきた。
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原告が被告井形に提 出 した授業担当計画は、現に今年度実施 されてい

る授業担当と概ね一致 していることか らしても、何 ら問題はないことが

明 らかであったため、原告 としては到底承服できなかった。 しかも、規

程上 「推薦委員会は、任用基準に基づき適当であると認 められた者を当

該教授会に推薦する」 とあるものの、その前提 としてカ リキュラム委員

会の議 を経なければな らない との規程はないこともあ り、原告は、推薦

委員会への上程 自体 を認 めない学部長の対応の不当性 を訴えて譲 らず、

話 し合いは物別れに終わつた。

そ して、翌 日、被告井形は、原告にメールを送信 し、被告池島を委員

長 とす るカ リキュラム委員会が原告の授業計画を認 めないことが 「授業

計画書の不備」に該 当す るとの強引な解釈をした上で、 「徳永学長は過

去の事例においても『推薦委員会が書類上の『 不備』がある候補者の受

理は してお らず、当然、推薦委員会の開催 も不可能である、 との回答が

出されま した」 と述べ、原告の特任教員 Aの任用手続 を進めていくこと

は不可能であると結論づけた。そ して、その背景にはカ リキュラム委員

長であった被告池島の強い圧力があった もの と考えられたが、そもそ も

カ リキュラム委員会には推薦委員会開催の是非を決定す る権限はなく、

被告池島の圧力は単なる特任教員 申請手続の妨害で しかなかった。

前述の特任教員の任用規程においても、授業計画をカ リキュラム委員

会が同意す ることな ど要件 とはされてお らず、授業担当計画については、

学部長が教務委員長および対象者 と協議の上、推薦委員会に提出すると

の定めがあるに過ぎない。ま してや、カ リキュラム委員会が原告の授業

担当計画を認 めない ことが 「授業計画書」の不備 にあたるといつた解釈

は到底成 り立たないものである。

前述のように、被告大阪経済大学経営学部においては特任教員Aの任

用を希望 しながら任用 されなかった例はなかったことか らしても、被告
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井形 と被告池島の対応は、理不尽極ま りないものであった。

5 特任教員任用の慣行が存在すること

労使間で慣例 として行われている労働条件等に関す る取扱いである労

使慣行は、それが事実たる観衆 として、労働契約の内容 を構成するもの

となっている場合に限 り、就業規則に反す るか どうかを問わず、法的拘

束力を有す るとい うべきである。そ して、労使慣行が事実たる慣習 とな

つているとい うためには、第 1に 同種の行為又は事実が一定の範囲にお

いて、長期間反復継続 して行われていること、第 2に 労使双方が明示的

に当該慣行 によることを排除、排斥 してお らず、当該慣行が労使双方の

規範意識に支えらねノていることを要す ると回す るのが相 当である。

この点、被告大阪経済大学経営学部においては、原告が知 る限 り、特

任教員 Aの 任用 を申請 して認 め られなかった例は全 くないのであるか

ら、同種の行為又は事実が一定の範囲において、長期間反復継続 して行

われていることが認 められる。

そ して、特任教員 Aの任用に関 し、特任教員推薦委員会、教授会及び

理事会の意思決定はいずれ も形式的であ り、労使双方が明示的に当該慣

行によることを排除、排斥 してお らず、当該慣行が労使双方の規範意識

に支えられていることが認められる。

定年に達 した教授 を特任教員Aと して任用す る制度は、実質的に定年

延長制度 と同視できるものであ り、被告大阪経済大学がこれを認めない

とす るならば、それは解雇の意思表示に該当す るが、原告には解雇事由

は全 く存在せず、原告を特任教員 Aと して任用 しない被告大阪経済大学

の意思表示は解雇権濫用に該当し無効である。

したがつて、原告は平成 25年 4月 1日 以降 3年間、被告大阪経済大

学経営学部の特任教員の地位 を取得す るものとい うべきである。

6 人事権の濫用
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仮に、前項で述べた労使慣行が事実たる慣習 となっていない としても、

被告大阪経済大学の人事権行使の理由、態様が著 しく信義に反するもの

である一方、原告が特任教授任用の期待 を有 してお り、その期待が法的

に保護 され るべきものである場合には、正式の任用行為がされていない

場合であっても例外的に任用行為が された と同視す ることのできる場合

も存す るとい うべきである (宮崎地裁平成 7年 9月 1日 判決)。

本件においては、規程上、特任教員の適格性判断は、まず推薦委員会

において判断 されることであるが、本件においては、カ リキュラム委員

長であった被告池島の強い働 きかけのもと、被告井形が原告の特任教員

Aの任用申請 を妨害 し、推薦委員会の開催す らさせなかったのであるか

ら、被告大阪経済大学の人事権行使の理 由、態様が著 しく信義に反す る。

他方、被告大阪経済大学は当初か ら一貫 して被告大阪経済大学におい

て特任教員 Aに任用 され ることを期待 し、必要書類 をすべて井形学部長

に提出 したのであるか ら、その期待は法的に保護 され るべきである。

したがって、この点か らも、原告は平成 25年 4月 1日 以降 3年間、

被告大阪経済大学経営学部の特任教員の地位を取得す るものとい うべき

である。

7 特任教員の給与

被告大阪経済大学の特任教員給与規程 (甲 8)に よれば、特任教員の

基本給は 「専門教員の給与体系表のそれぞれ最高月額の 2分の 1と し、

個別の雇用契約書で定める」 と定められている。

専任教員の給与体系表の最高月額が 70万 7500円 である以上 (甲

9)、 その 2分の 1である 35万 3750円 が特任教員の月給 となる。

したがつて、原告が平成 25年 4月 1日 より特任教員 Aの地位を取得

する場合、同月より3年間、毎月 35万 3750円 の給与を受給するこ

とになる。
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8 被告井形 と同池島の不法行為

被告井形 と同池島は、共謀の上、原告の特任教員 申請 を揉み消 し、推

薦委員会の開催す らさせなかつた。被告井村 と同池島の上記妨害行為に

よつて原告は本件訴訟 を提起せ ざるを得なくなったのであ り、これによ

って原告は精神的苦痛 を受けた。

また、被告大阪経済大学は被告井形 と被告池島の使用者であるが、両

被告の不法行為は被告大阪経済大学の事業の執行についてなされたもの

であるか ら、被告大阪経済大学は、両被告の上記不法行為につき、使用

者責任 を負 う。

したがって、被告 らには原告が上記妨害行為によって受けた精神的苦

痛を慰謝す る責任があるところ、原告が受けた精神的苦痛は 100万 円

を下 らない。

第 2 予備的請求

1 仮に、原告の特任教員たる地位が当然に認められない としても、前述

のとお り、被告大阪経済大学経営学部においては、原告が知 る限 り、特

任教員 Aの 任用 を申請 して認 め られ なかった例 は全 くないのであるか

ら、原告か らの特任教員任用 申請 を被告井形が適切に受理 し、推薦委員

会の開催 を始めとす る任用手続を進 めていれば、原告が特任教員に専任

された高度の蓋然性があった。そして、特任教員に任用されていれば、

平成 25年 4月 より3年間、毎月 35万 3750円 (総額 1273万 5

000円 )の給与を受給することができた。

にもかかわらず、被告井形と被告池島は、共謀の上、原告の特任教員

申請を揉み消し、原告の強い要求にもかかわらず、推薦委員会の開催を

始めとする特任教員申請手続を一切行わなかったため、これにより、原

告は特任教員に任用されなかった。しかも、原告の年齢が67歳である
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ことか らすれば、他の勤務先に就職す ることは不可能であ り、両被告の

不法行為によって、原告は特任教員に任用 されていれば得 られたはずの

給与 (総額 1273万 5000円 )が得 られなくなった。

したがって、被告井形 と被告池島は、不法行為責任に基づき、連帯 し

て、原告に対 して 1273万 5000円 の損害を賠償す る義務がある。

2 また、被告大阪経済大学は、被告井形 と被告池島の使用者であるとこ

ろ、両被告の不法行為は被告大阪経済大学の事業の執行についてなされ

たものである。 したがって、被告大阪経済大学は、両被告の上記不法行

為につき、使用者責任 を負 う。

第 3 結語

よつて、原告は、請求の趣 旨記載の判決を求めて本訴に及んだ次第である。

以 上

附属書類

1 訴状副本

2 甲号証写 し

3 資格証明書

4 委任状

3通

各 1通

1通

1通
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吉井康雄の担当科目の推移

※ 大学のシラバスより作成

※ 2010年度は、国内留学


